


 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表（令和２年４月３日より適用） 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （１／２） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

１７．伊方地域の緊急時対応への協力 
 災害対策総本部長は、伊方地域における緊急時対応への協力として、次に掲げる事項を実施す

る。 

 

（１）要支援者の避難に使用する移動手段の提供 
 
（２）地方公共団体の指揮下で実施される避難退域時検査および除染に係る要員の派遣お よび資

機材の提供ならびに当活動で発生する汚染水の処理 
 
（３）停電が長期化した場合におけるオフサイトセンターへの電力供給 

 

 

第３節 緊急事態応急対策 
 
１．第２種非常体制の発令 
 
（１）発電所の災害対策本部長は、別表２－３に該当する事象に至った場合、発電所の災害対策本部

情報連絡班長および報道班長を経由して、様式９（事業所外運搬に係る事象の発生については様

式１０）に定められた報告様式に必要事項を記入し、直ちに別図２－１５に示す情報連絡経路に

従い、社外関係機関にファクシミリ装置を用いて送信することにより報告する。なお、送信した

報告は記録として保存する。 

 

（２）発電所の災害対策本部長は、この報告を行ったときあるいは内閣総理大臣が原子力緊急事態宣

言を発令したときは、第２種非常体制を発令する。 

 

（３）発電所の災害対策本部長は、災害対策本部（高松）の事務局長に第２種非常体制を発令した旨

を報告し、事務局長はその旨を災害対策本部（高松）の本部長および災害対策本部（松山）の本

部長に報告する。 

 

（４）災害対策本部（高松）の本部長は、発電所の第２種非常体制の発令の報告を受けた場合、本店

における第２種非常体制を発令するとともに、東京支社の災害対策本部長に第２種非常体制の

発令を指示する。 

 

（５）災害対策本部（松山）の本部長は、災害対策本部（高松）の事務局長から第２種非常体制発令

の報告を受けた場合、松山原子力本部に第２種非常体制を発令する。 

 

（６）東京支社の災害対策本部長は、災害対策本部（高松）の本部長から第２種非常体制発令の指示

を受けた場合、東京支社に第２種非常体制を発令する。 
 
 

 

１７．伊方地域の緊急時対応への協力 
 災害対策総本部長は、伊方地域における緊急時対応への協力として、次に掲げる事項を実施す

る。 

 

（１）要支援者の避難に使用する移動手段の提供 
 
（２）地方公共団体の指揮下で実施される避難退域時検査および除染に係る要員の派遣お よび資

機材の提供ならびに当活動で発生する汚染水の処理 
 
（３）停電が長期化した場合におけるオフサイトセンターへの電力供給 

 

１８．被災者の相談窓口の設置 
社長は、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な限り速やかに被災者の損害賠償請求等

に対応するため、相談窓口を設置する等、必要な体制を整備する。 
 

 

第３節 緊急事態応急対策 
 
１．第２種非常体制の発令 
 
（１）発電所の災害対策本部長は、別表２－３に該当する事象に至った場合、発電所の災害対策本部

情報連絡班長および報道班長を経由して、様式９（事業所外運搬に係る事象の発生については様

式１０）に定められた報告様式に必要事項を記入し、直ちに別図２－１５に示す情報連絡経路に

従い、社外関係機関にファクシミリ装置を用いて送信することにより報告する。なお、送信した

報告は記録として保存する。 

 

（２）発電所の災害対策本部長は、この報告を行ったときあるいは内閣総理大臣が原子力緊急事態宣

言を発令したときは、第２種非常体制を発令する。 

 

（３）発電所の災害対策本部長は、災害対策本部（高松）の事務局長に第２種非常体制を発令した旨

を報告し、事務局長はその旨を災害対策本部（高松）の本部長および災害対策本部（松山）の本

部長に報告する。 

 

（４）災害対策本部（高松）の本部長は、発電所の第２種非常体制の発令の報告を受けた場合、本店

における第２種非常体制を発令するとともに、東京支社の災害対策本部長に第２種非常体制の

発令を指示する。 

 

（５）災害対策本部（松山）の本部長は、災害対策本部（高松）の事務局長から第２種非常体制発令

の報告を受けた場合、松山原子力本部に第２種非常体制を発令する。 

 

（６）東京支社の災害対策本部長は、災害対策本部（高松）の本部長から第２種非常体制発令の指示

を受けた場合、東京支社に第２種非常体制を発令する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（防災基本計

画との整合および第４章か

ら第３章への移動） 

 

 

 

 

 

 

添付資料（１） 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表（令和２年４月３日より適用） 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （２／２） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

第４章  原子力災害事後対策 
 
原子力防災管理者（非常体制を解除していない場合は、発電所の災害対策本部長。以下、この章に

おいて同じ。）は、原災法第１５条第４項の規定による原子力緊急事態解除宣言があったとき以降に

おいて、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止または原子力災害の復旧を

図るため、原子力災害事後対策を実施する。 
 

第１節 発電所内の対策 
 
１．復旧対策 
 
（１）原子力防災管理者は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、次に掲げる事項につ

いて復旧計画を策定して原子力規制委員会、内閣府、愛媛県知事、伊方町長および山口県知事に

提出し、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施する。 
 

ａ．原子炉施設の損傷状況および汚染状況の把握 

ｂ．原子炉施設の除染の実施 

ｃ．原子炉施設損傷部の修理および改造の実施 

ｄ．放射性物質の追加放出の防止 

ｅ．各復旧対策の実施工程および対応する災害対策本部班  等 
 
（２）原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、愛媛県知事、伊方町

長または山口県知事から、原子力災害事後対策の実施の状況について報告を求められたときは

これを行う。 
 
２．被災者の相談窓口の設置 

社長は、速やかに被災者の損害賠償請求等への対応に必要な体制を整備し、相談窓口等を設置

する。 
 

３．原因究明と再発防止対策の実施 
原子力防災管理者は、原子力災害の発生した原因を究明し、必要な再発防止対策を講じる。 

 
４．メンタルヘルス対策の実施 

原子力防災管理者は、発電所の原子力防災要員に対し、心身の健康維持対策を適切に実施す

る。 
 
 

第４章  原子力災害事後対策 
 
原子力防災管理者（非常体制を解除していない場合は、発電所の災害対策本部長。以下、この章に

おいて同じ。）は、原災法第１５条第４項の規定による原子力緊急事態解除宣言があったとき以降に

おいて、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止または原子力災害の復旧を

図るため、原子力災害事後対策を実施する。 
 

第１節 発電所内の対策 
 
１．復旧対策 
 
（１）原子力防災管理者は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、次に掲げる事項につ

いて復旧計画を策定して原子力規制委員会、内閣府、愛媛県知事、伊方町長および山口県知事に

提出し、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施する。 
 

ａ．原子炉施設の損傷状況および汚染状況の把握 

ｂ．原子炉施設の除染の実施 

ｃ．原子炉施設損傷部の修理および改造の実施 

ｄ．放射性物質の追加放出の防止 

ｅ．各復旧対策の実施工程および対応する災害対策本部班  等 
 
（２）原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、愛媛県知事、伊方町

長または山口県知事から、原子力災害事後対策の実施の状況について報告を求められたときは

これを行う。 
 
２．原因究明と再発防止対策の実施 

原子力防災管理者は、原子力災害の発生した原因を究明し、必要な再発防止対策を講じる。 
 
３．メンタルヘルス対策の実施 

原子力防災管理者は、発電所の原子力防災要員に対し、心身の健康維持対策を適切に実施す

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（防災基本計

画との整合および第４章か

ら第３章への移動） 

 

記載の適正化（番号の変

更） 

 

 

 

 

 




